
-1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 笠 原 諸 島  世 界 自 然 遺 産  登 録 決 定！ 

 

平
成
23
年
６
月
19
日
か
ら
パ
リ
（フ
ラ
ン
ス
）で
開

催
さ
れ
て
い
る
第
35
回
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会

で
、
６
月
24
日
、
小
笠
原
諸
島
が
世
界
自
然
遺
産
に

登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
屋

久
島
（鹿
児
島
）、
白
神
山
地
（青
森
・
秋
田
）、
知
床
（北

海
道
）に
次
い
で
４
番
目
の
世
界
自
然
遺
産
と
な
り
ま

す
。 

 

世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、
次
の 

４
つ
の
基
準
の
う
ち
、
ど
れ
か
１
つ
以
上
の
基
準
に
適

合
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

【
自
然
景
観
】 

優
れ
た
自
然
現
象
や
景
色
が
見
ら
れ
る
地
域 

【
地
形
・
地
質
】 

地
球
誕
生
の
歴
史
や
証
拠
が
見
ら
れ
る
地
域 

【
生
態
系
】 

生
物
の
進
化
す
る
過
程
が
見
ら
れ
る
地
域 

【
生
物
多
様
性
】 

絶
滅
し
そ
う
な
生
物
な
ど
重
要
な
生
物
が
生
息

し
て
い
る
地
域 

 小
笠
原
諸
島
の
場
合
は
、
海
洋
島
の
生
態
系
に
特
有

な
動
植
物
（
特
に
陸
貝
や
植
物
）の
進
化
の
様
子
が
他

の
地
域
に
比
べ
て
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
し
て
「
生
態

系
」
の
基
準
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
外
来
種
（小
笠
原
以
外
の

地
域
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
動
物
や
植
物
）の
対
策
を
継

続
し
て
い
く
こ
と
や
、
大
規
模
な
整
備
を
行
う
に
あ
た

っ
て
事
前
に
環
境
へ
の
影
響
を
調
査
す
る
こ
と
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
小
笠
原
諸
島
の
世
界
自
然
遺
産
の
正
式
な
登

録
日
は
、
パ
リ
の
世
界
遺
産
委
員
会
の
最
終
日
の
６
月

29
日
（水
）と
な
り
ま
す
。 

   

第
35
回
世
界
遺
産
委
員
会
で
、
小
笠
原
諸
島
が
世
界

自
然
遺
産
に
正
式
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま

し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
村
民

の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
喜

び
を
と
も
に
分
か
ち
合
え
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
う
れ

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
後
と
も
、
小
笠
原
諸
島
の
豊
か
な
自
然
を
人
類
共

通
の
か
け
が
え
の
な
い
財
産
と
し
て
誇
り
に
思
い
、
関

係
機
関
や
村
民
の
皆
様
と
協
力
し
な
が
ら
、
未
来
に
引

き
継
い
で
い
く
た
め
の
課
題
を
解
決
し
、
村
の
活
性
化

を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

小
笠
原
村
長 

森
下 

一
男 

     

小
笠
原
諸
島
が
、
世
界
自
然
遺
産
に
正
式
に
登
録
さ

れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
小
笠
原
村
議
会
を
代
表

し
、
村
民
の
皆
様
に
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
大
変
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
す
が
、
今
後
、
将
来
の
子
供
た
ち
の
た
め 

に
、
こ
の
遺
産
価
値
を
ど
の
よ
う
な
方
法
・
体
制
で
守

っ
て
い
く
の
か
が
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。 

 

こ
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し

て
、
残
さ
れ
た
様
々
な
村
の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
今

後
と
も
努
力
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

小
笠
原
村
議
会
議
長 

佐
々
木 

幸
美 

   

○
平
成
15
年
５
月 

 

環
境
省
、
林
野
庁
が
小
笠
原
諸
島
を
世
界
自
然

遺
産
の
候
補
地
に
選
定
。 

○
平
成
19
年
１
月 

 

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
事
務
局
に
「
暫
定

リ
ス
ト
」
（将
来
、
世
界
遺
産
と
し
て
推
薦
を
行
う

物
件
の
リ
ス
ト
）を
提
出
。 

○
平
成
19
年
〜
22
年 

 

推
薦
に
向
け
た
準
備
。
（書
類
の
作
成
、
外
来
種

対
策
な
ど
） 

○
平
成
22
年
１
月 

 

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
事
務
局
に
「
推
薦

書
」
（小
笠
原
諸
島
の
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
示
し

た
書
類
）、
管
理
計
画
（遺
産
と
し
て
の
価
値
を
将

来
に
わ
た
り
保
全
し
て
い
く
た
め
の
計
画
）
を
提

出
。 

○
平
成
22
年
７
月 

 

ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
（
国

際
自
然
保
護
連
合
）
に
よ
る
小
笠
原
諸
島
の
現
地

調
査
。 

○
平
成
22
年
９
月
〜
11
月 

 

Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
よ
り
質
問
・
回
答
の
や
り
と
り
。 

○
平
成
23
年
５
月 

 

Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
よ
り
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と

が
ふ
さ
わ
し
い
と
勧
告
。 

○
平
成
23
年
６
月
24
日 

 

パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
で
小
笠
原

諸
島
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
が
決
定
。 

村
長
メ
ッ
セ
ー
ジ 

村
議
会
議
長
メ
ッ
セ
ー
ジ 

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
ま
で 
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 ◎世界遺産って何？ 
 

 世界遺産とは、過去から引き継がれてきた人類共通の宝物で、さまざまな国や地域の人たちが誇る文化財や自然環境など

があります。これらの宝物は、国境を越えて共有し、次の世代に受け継いでいくべきものです。 

 世界遺産には文化財や遺跡などの「文化遺産」、自然の風景地や生き物の生息地などの「自然遺産」、両方の価値をもった

「複合遺産」があります。 

◎小笠原諸島の世界自然遺産の価値 
 

 小笠原諸島が世界遺産に認められたのは「生態系」（せいたいけい）です。偶然、島にたどり着いた生き物が、独自に進化

していった様子がよく残っている点、小さい面積の割に陸貝や植物において小笠原固有なものが多く残っている点で評価さ

れました。 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

海に流され、流木にのってた

どり着きました 

島のさまざまな場所に広がっ

ていきました 

住み場所に合った形に進化

していきました 

◎世界遺産の区域 

◎世界遺産説明会のお知らせ 

 世界遺産委員会での決議内容などについて、説明会を開催しますので、奮ってご参加ください。 

【父島】 

 《日時》７月４日（月）午後２時～ 

           午後７時～ 

  《場所》地域福祉センター多目的ホール 

【母島】 

 《日時》７月５日（火）午後２時３０分～ 

           午後７時～ 

 《場所》母島村民会館体育室 
 

●問合せ先 総務課企画政策室  ２－３１１１ 

色の濃い部分が、世界遺産としての価値を有する範囲を示しています。遺産区域の設定によって、新しい規制が加わる

わけではありません。 


